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資料：2010年までは総務省「国勢調査」、2013年は総務省「人口推計」（平成 25年 10月 1現在）、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所
　　　「日本の将来推計人口（平成 24年 1月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果
　（注）1950年～2010年の総数は年齢不詳を含む。高齢化率の算出には分母から年齢不詳を除いている。
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（棒グラフ上数値）
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図表 1－ 1 高齢化の推移と将来推計

わが国の人口は既に減少し始めており、今後も減少することが予測されています。一方、高齢化率（全

人口に占める 65歳以上の割合）は、右肩上がりで上昇し、2060年には 39.9％と、ほぼ５人に２人

が 65歳以上になると推計されています。

このように、今後、少子高齢化の影響がより顕著になり、組込みシステム業界においても、この影

響は避けられない状況に置かれることになります。

（１）既に減少傾向にあるわが国の人口

１．少子高齢化の進行

第１章
高齢化の進行と高齢者雇用に向けた

社会的な要請

出典：内閣府「高齢社会白書（平成 26年版）」
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一方、高齢化の状況を都道府県別にみると、2013 年（平成 25年）現在の高齢化率は、最も高い

秋田県では 31.6％、最も低い沖縄県では 18.4％となっています。

今後、高齢化率は、すべての都道府県で上昇し、2040年には、最も高い秋田県では 43.8％となり、

最も低い沖縄県でも 30.3％に達すると見込まれています。また、首都圏など三大都市圏では、今後

の高齢化がより顕著であり、例えば神奈川県の高齢化率は、2013 年（平成 25年）の 21.4％から

2040 年には 35.0％と 12.6 ポイント上昇し、千葉県では 24.3％から 36.5％と 12.2 ポイント上昇

すると見込まれています。

今後、我が国の高齢化は、大都市圏を含めて全国的な広がりをみることとなります。

出典：内閣府「高齢社会白書（平成 26年版）」

平成 25年
（2013）

平成 52年
（2040）

総人口（千人） 65歳以上
人口（千人） 高齢化率（％） 高齢化率（％） 高齢化率の伸び

（ポイント）

資料：平成 25年は総務省「人口推計」、平成 52年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計）」
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図表 1－ 2 　都道府県別高齢化率の推移



１．少子高齢化の進行
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少子高齢化の進行の下、今後、若年層が減少していくことが予測されており、組込みシステム業界

においても若年者の採用・定着の促進が大きな経営課題として挙がってくることが想定されます。

（２）ますます難しくなる若年者の採用

出典：「学校基本調査」文部科学省
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小学校
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中学校
昭 37 7,328

中学校
昭 31　5,962

第 2次ベビーブーム
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中学校
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小学校　6,677（-88）

高等学校
昭 40　5,074 高等学校
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高等学校
昭 36　3,119

幼稚園
昭 53　2,498

　各種学校

短期大学

専修学校　660（10）

大学（大学院）

252217127平成 26055504540353025 （年度）昭和

中学校　3,536（-16）
高等学校　3,320（-36）
大学　2,869（-7）
大学（学部）　2,562（1）

幼稚園　1,584（-21）

大学（大学院）　255（-8）

短期大学　138（-4）

各種学校　123（3）

特別支援学校　133（3）

高等専門学校　58（-1）
中等教育学校　30（2）

図表 1－ 3 　教育機関在学者数の推移

注１）（　）内の数は，前年度からの増減値（単位：千人）である。
注２）特別支援学校は，平成１８年度以前は盲学校，聾学校，養護学校である。
注３）大学には，学部学生，大学院学生のほか，科目等履修生，聴講生，研究生等を含む。
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無年金・無収入となる者が生じる可能性

特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分） 老齢厚生年金
（報酬比例年金）

老齢基礎年金特別支給の老齢厚生年金（定額部分）

2016年4月

2004年4月 2007年4月 2010年4月

2019年4月 2022年4月

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

2013年4月
報酬比例部分引上開始

2025年4月
報酬比例部分引上完了

2001年4月
定額部分引上開始

2013年4月
定額部分引上完了

→年金受給と雇用との接続が必要

図表 1－ 4　 老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げスケジュール

厚生年金の加入者は、2013年（平成 25年）3月までは、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」、

65歳からは「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」を受給することができました。

ただし、この「特別支給の老齢厚生年金」のうち、定額部分は 2013 年４月から 65歳にならない

と受給できなくなりました。また、報酬比例部分についても 2013年４月から 2025年（平成 37年）

度にかけて段階的に 65歳に引き上げられることになっており、既に 2013 年 4月からは 61歳にな

らないと受給できなくなりました（男性の場合。女性は５年遅れ）。

こうした年金の支給開始年齢の引き上げにより、60歳定年で退職し、再就職ができない場合、無

年金期間に無収入となる可能性が生じてしまいます。

２．厚生年金の支給開始年齢の引き上げ

出典：厚生労働省ホームページ



２．厚生年金の支給開始年齢の引き上げ
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出典：日本年金機構資料を一部加筆
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老齢基礎年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

定額部分

1年間の空白が生じる

2年間の空白が生じる

3年間の空白が生じる

4年間の空白が生じる

5年間の空白が生じる

60歳 61歳

60歳 62歳

60歳 63歳

65歳

65歳

65歳

60歳 64歳 65歳

60歳 65歳

60歳 61歳 65歳

60歳 62歳 65歳

60歳 63歳 65歳

60歳 64歳 65歳

60歳 65歳

昭和16年4月2日～
昭和18年4月1日
に生まれた方

昭和21年4月2日～
昭和23年4月1日
に生まれた方

2001年度

男性の場合 女性の場合

昭和18年4月2日～
昭和20年4月1日
に生まれた方

昭和23年4月2日～
昭和25年4月1日
に生まれた方

2004年度

昭和20年4月2日～
昭和22年4月1日
に生まれた方

昭和25年4月2日～
昭和27年4月1日
に生まれた方

2007年度

昭和22年4月2日～
昭和24年4月1日
に生まれた方

昭和27年4月2日～
昭和29年4月1日
に生まれた方

2010年度

昭和24年4月2日～
昭和28年4月1日
に生まれた方

昭和29年4月2日～
昭和33年4月1日
に生まれた方

2013年度

昭和28年4月2日～
昭和30年4月1日
に生まれた方

昭和33年4月2日～
昭和35年4月1日
に生まれた方

2013年度

昭和30年4月2日～
昭和32年4月1日
に生まれた方

昭和35年4月2日～
昭和37年4月1日
に生まれた方

2016年度

昭和32年4月2日～
昭和34年4月1日
に生まれた方

昭和37年4月2日～
昭和39年4月1日
に生まれた方

2019年度

昭和34年4月2日～
昭和36年4月1日
に生まれた方

昭和39年4月2日～
昭和41年4月1日
に生まれた方

2022年度

昭和36年4月2日
以降に生まれた方

昭和41年4月2日
以降に生まれた方2025年度

図表 1－ 5 　性別・出生年別老齢厚生年金の支給開始年齢
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高年齢者雇用確保措置

定年年齢の引き上げ継続雇用制度の導入 定年制の定めの廃止

再雇用制度…定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度

勤務延長制度…定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に達した者を退職させ
ることなく引き続き雇用する制度

図表 1－ 6  　3つの「高年齢者雇用確保措置」

高齢者にとっては、年金が支給されるまでの間の就労の場を確保することは生活上急務である場合

が少なくありません。こうしたことから、2004 年（平成 16年）に高年齢者雇用安定法（高齢法）

が改正され、2006 年（平成 18年）４月から、年金が支給されるまでの安定した雇用の確保を図る

ことを目的に、定年（65歳未満のものに限る）の定めのある事業主は、①定年年齢の引き上げ、②

継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望するときは、その高年齢者を定年後も引き続いて雇

用する制度）の導入、③定年の定めの廃止、のいずれかの措置（「高年齢者雇用確保措置」）を講じな

ければならなくなりました。

（１）前回の法改正の概要（2004年度改正、2006年度施行）

３．改正高年齢者雇用安定法施行



３．改正高年齢者雇用安定法施行
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2006 年度に施行された高齢法では、前述のような「高年齢者雇用確保措置」を事業主に義務付け

ていますが、このうち継続雇用制度については、労使協定による基準により、その対象者を限定する

ことが認められています。このため、この基準に満たなかったことにより60歳以降継続雇用されずに、

かつ、他社でも働くことができなかった場合は、2013 年度以降、一定期間、収入が途絶えてしまう

ことになります。こうした事態を防ぐために、今回の高齢法の改正に至りました。

今回の高齢法の改正には２つの柱があります。１つ目は、「希望者全員の 65歳までの雇用確保」が

厳格化され、現行のように継続雇用の対象者を選定基準を満たした者に限定することができなくなっ

たことです。

なお、こうした選定基準の廃止には段階的な経過措置が設けられることとなっており、当初は「無

年金」となる 61歳までについては選定基準を廃止し、希望者全員の雇用を確保しなければならない

ということになります。65歳までの希望者全員の雇用確保を求めるのは 2025 年（平成 37年）度

からとなります。ただし、この経過措置を利用できるのは、2013 年 3月 31日までに継続雇用制度

の対象者の基準を設けていた場合に限ります。

２つ目は、継続雇用先の範囲を広げ、企業グループ内での継続雇用先を確保することを認めている

ことです。現行法では、継続雇用先は連結子会社等緊密性のある企業に限定されていますが、改正後は、

子会社や関連会社、また、同じ企業グループ内であれば子会社間まで継続雇用先企業の範囲を拡大す

ることができようになりました。

（２）今回の法改正の概要（2012年度改正、2013年度施行）

厚生年金支給開始年齢 改正高齢法

2013年度

2016年度

2019年度

2022年度

2025年度

定額部分 報酬比例部分 選定基準対象
年齢

希望者全員の
義務化年齢

65歳

〃

〃

〃

〃 65歳

64歳

63歳

62歳

61歳 61歳以上

62歳以上

63歳以上

64歳以上

基準失効

61歳まで

62歳まで

63歳まで

64歳まで

65歳まで

図表 1－ 7 　年金の支給開始年齢の引き上げと高齢法との関係
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定年年齢が65歳以上

定年制を設けていない

希望者全員を65歳まで継続して雇用
する制度を導入

今回の法改正に伴う制度の
見直しは必要なし

労使協定で定める基準に該当する者を
65歳まで継続して雇用する制度を導入

希望者全員を継続雇用制度
の対象とすることが必要
※経過措置あり
（図表1-9参照）

図表 1－ 8 　改正高年齢者雇用安定法への対応が必要な企業とは

【参考】2013年 4月の法改正後も、以下の点は変更ありません。
●定年年齢は 60歳以上でなければなりません。

●高年齢者雇用確保措置は 3つの選択肢（定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定め

の廃止）から選べます（※今回の改正は、65歳への定年引上げの義務化ではありません）。

●継続雇用時の労働条件は、最低賃金法等の法律にのっとり、かつ、事業主の合理的な裁量

の範囲で設定可能です（※従業員の希望をすべて聞く必要はありません）。

●事業主と従業員の間で労働条件の合意ができず、結果として従業員が継続雇用を拒否した

としても、法違反となるものではありません（※ただし、あえて継続雇用を希望させない

ような恣意的な労働条件の提示は認められません）。



３．改正高年齢者雇用安定法施行

組込みシステム業　高齢者雇用推進の手引き　～将来を見据えて、今やるべきこと～ 11

出典：厚生労働省パンフレットを一部修正

図表 1－ 9 　高年齢者雇用安定法の改正のポイント

急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続
けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高年齢者雇用安定法）の一
部が改正され、平成 25年 4月 1日から新しくなりました。今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用
する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。

１．継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、

従前の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることができましたが、今回の改正
でこの仕組みが廃止され、平成 25年４月１日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必
要になりました。
ただし、以下の経過措置があります。

【経過措置】
平成 25年 3月 31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けていた場合
・平成 28年 3月 31日までは 61歳以上の人に対して
・平成 31年 3月 31日までは 62歳以上の人に対して
・平成 34年 3月 31日までは 63歳以上の人に対して
・平成 37年 3月 31日までは 64歳以上の人に対して

２．継続雇用制度の対象者を雇用する　企業の範囲の拡大
定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社（子会社や関連会社な

ど）まで広げることができるようになりました。
子会社とは、議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている企業であり、関連会社とは、議決

権を 20％以上有しているなど影響力を及ぼしている企業です。
この場合、継続雇用についての事業主間の契約が必要となります。

３．義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対しては、労働局、ハローワークが指導を実施します。
指導後も改善がみられない企業に対しては、高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告を行い、それでも

法律違反が是正されない場合は企業名を公表することがあります。

４．高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関する指針の策定
事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針が策定されました。 
この指針には、「就業規則における解雇事由または退職事由に該当する者について継続雇用の対象外と

することもできる」とし「この場合、客観的合理性・社会的相当性が求められる」と示されています。

基準を適用することが
できます。
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図表 1－ 10 　経過措置のイメージ

65 歳

64歳

63歳

62歳

61歳

60歳 Ｈ
38.4.1

Ｈ
37.4.1

Ｈ
36.4.1

Ｈ
35.4.1

Ｈ
34.4.1

Ｈ
33.4.1

Ｈ
32.4.1

Ｈ
31.4.1

Ｈ
30.4.1

Ｈ
29.4.1

Ｈ
28.4.1

Ｈ
27.4.1

Ｈ
26.4.1

Ｈ
25.4.1

Ｈ
24.4.1

Ｈ
23.4.1

改正法施行 経過措置期間終了

この年齢に達してから継続雇用制度
の対象者基準を利用できる

Ｈ24年度に58歳、59
歳になる者は61歳
から年金支給

Ｈ24年度に56歳、57
歳になる者は62歳
から年金支給

Ｈ24年度に54歳、55
歳になる者は63歳
から年金支給

Ｈ24年度に52歳、53
歳になる者は64歳
から年金支給

年金を受給

例えば、平成 29年度（2017）に62歳になる者
（昭和 30年度（1955）生まれ）は、この年齢か
ら年金受給。
企業が基準を利用できるのもこの年齢から。

希望者全員を対象とする
継続雇用制度

老齢厚生年金
（報酬比例部分）
受給開始年齢

第１章　高齢化の進行と高齢者雇用に向けた社会的な要請

事業主

子会社

従来の運用を
法令で明確化

従来の運用を
法令で明確化

子会社A 子会社 B今回新たに
法整備

今回新たに
法整備

議決権50％以上など（※）

議決権20％以上など（※）

関連会社

※銀行法、保険業法などの他法令で「身内」として整理されている範囲。

参照条文 ： 銀行法第13条の2、銀行法施行令第4条の2、銀行法施行規則第14条の７
　　　　　 保険業法第100条の3、保険業法施行令第13条の5の2・第14条、保険業法施行規則第52条の12の2

図表 1－ 11 　継続雇用制度の雇用先の特例

改正前の高齢法第９条第２項に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けていた事

業主は、老齢厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、その基

準を引き続き利用できる 12年間の経過措置を設ける。

出典：厚生労働省ホームページ

出典：厚生労働省ホームページ
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